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単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５１３．８６ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２１．２９

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３４５．９５
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ７８８．９３

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０８．９７
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２７３．３７

今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７５．１６

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２６４．９５

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
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土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６１９．４２
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２１．６４ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ７４．７８

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ８１０．２８ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １００．２１

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １４．５２ 八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び

山田の各一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５７．９４

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ５５５．３８

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １１８．３６

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １８．０８ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．８４ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２．４３ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５３８．６０

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４２．７６

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ８６６．７５ 上浮穴郡�万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大

野ヶ原の一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４８．５９

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．１０

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．２７ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．９３

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．０１

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡�万高原町（東明神、西明神、入野、�万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）
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�愛媛県告示第１２３２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２９年１２月１日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 佐光 正義

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社川之江工場

四国中央市妻鳥町２０１番地

３ 特定施設に関する事項

� パルパー�１

� パルパー�２

� パルパー�３

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 ２１．１０ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 －

最大 －

備考 溶解した損紙は全量抄紙施設へ流送する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号イ 原料浸せき
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１３ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号イ 原料浸せき
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１３ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 －

最大 －

備考 溶解した損紙は全量抄紙施設へ流送する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号イ 原料浸せき
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１３ヶ月後

愛 媛 県 報平成２９年１２月１日 第２９３１号
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� Ｎ１マシン

� サンドフィルター

４ 汚水等の処理施設に関する事項

総合排水処理施設

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 －

最大 －

備考 溶解した損紙は全量抄紙施設へ流送する。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，５００

最大 ８，５００

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号チ 抄紙施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１５０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１３ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．０

最大 ４．０～６．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 ５０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６４の２号ロ ろ過施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６，２００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１３ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 －

最大 －

設 置 年 月 日 昭和４６年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 紙パルプ製造排水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 加圧浮上＋深層曝気生物処理＋沈殿＋砂
ろ過

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

加圧浮上槽（２基）
直径１０メートル 高さ０．６５メートル

深層曝気槽（３基）
直径３．６メートル 高さ５０メートル

後沈槽（２基）
直径３０メートル 高さ４．５メートル
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�愛媛県告示第１２３３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年１２月１日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 佐光 正義

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社川之江工場

四国中央市妻鳥町２０１番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号ヘ

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態

及び量の変更

５ 特定施設に関する事項

� ＤＩＰディスクシックナー

� ＤＩＰワイヤープレス

６ 汚水等の処理施設に関する事項

砂ろ過装置（３基）
直径４．８メートル 高さ５．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３９，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 加圧浮上＋深層曝気生物処理＋沈殿＋砂
ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．５

最大 ８．０～９．０

通常 ６．５～７．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６４０

最大 ７７０

通常 ４６．８

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８１０

最大 １，０５０

通常 ５５

最大 ７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 １１

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 １．１

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５，８００

最大 ３８，０３０

通常 ３５，０００

最大 ３７，３３０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６．８

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．１

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５，０００

最大 ３７，３３０

備考 この他に、雨水排水口が１０箇所ある。

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４，１００

最大 ３６，３００

通常 ２６，６００

最大 ２８，８７０

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８９０

最大 １，０２０

通常 ６９０

最大 ７５０

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

加圧浮上槽（３基）
直径１０メートル
高さ０．６５メートル

深層曝気槽（３基）
直径３．６メートル
高さ５０メートル

後沈槽（３基）
直径３０メートル
高さ４．５メートル

加圧浮上槽（３基）
長さ１６．５メートル
幅５．０メートル
高さ１．５３メートル

加圧浮上槽（２基）
直径１０メートル
高さ０．６５メートル

深層曝気槽（３基）
直径３．６メートル
高さ５０メートル

後沈槽（２基）
直径３０メートル
高さ４．５メートル

砂ろ過装置（３基）
直径４．８メートル
高さ５．９メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式
加圧浮上＋深層曝気
生物処理＋沈殿＋加
圧浮上

加圧浮上＋深層曝気
生物処理＋沈殿＋砂
ろ過

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
８．５
最大

８．０～９．０

通常
６．５～７．５
最大

５．８～８．０

通常
８．５
最大

８．０～９．０

通常
６．５～７．５
最大

５．８～８．０
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７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口
変更なし

備考 この他に、雨水排水口が１０箇所（今回９箇所廃止し、８

箇所新設する。）ある。

�������
�愛媛県告示第１２３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

中島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成２９年１２月１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�愛媛県告示第１２３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
６４０
最大
７７０

通常
４６．８
最大
８０

通常
６４０
最大
７７０

通常
４６．８
最大
８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８１０
最大
１，０５０

通常
５５
最大
７５

通常
８１０
最大
１，０５０

通常
５５
最大
７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４０
最大
６０

通常
１１
最大
２０

通常
４０
最大
６０

通常
１１
最大
２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
１．１
最大
２

通常
５
最大
１０

通常
１．１
最大
２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３５，５００
最大
３８，０３０

通常
３５，０００
最大
３７，３３０

通常
３５，８００
最大
３８，０３０

通常
３５，０００
最大
３７，３３０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 蕪崎土居線
四国中央市土居町土居２６９８番１地先から

同町中村６４０番６地先まで

旧 ９．７～１３．２ ０．１０５

新 １３．２～２２．７ ０．１７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蕪崎土居線
四国中央市土居町土居２６９８番１地先から

同町中村６４０番６地先まで
平成２９年１２月１日

〃 向 井 祐 一 松山市熊田甲６１９

〃 石 丸 陸 平 松山市吉木甲７７８

〃 柳 原 要 松山市饒４４５

〃 山 田 元 次 松山市畑里５９３

〃 金 子 晶 年 松山市中島粟井甲８１６

〃 岡 野 光 浩 松山市上怒和甲４１２

〃 松 本 伊勢史 松山市元怒和甲９８１

〃 絹 笠 又 明 松山市津和地２８０

〃 山 根 健 一 松山市二神甲３３９

〃 � 野 孟 松山市睦月１３８３

監 事 河 上 浩 史 松山市長師７５２

〃 岡 田 泰 人 松山市畑里１３０５

〃 山 田 郁 夫 松山市元怒和甲１２５１

〃 中 村 信 秀 松山市睦月１３７８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 昭 宏 松山市中島大浦３０９２

〃 山 本 良 幸 松山市中島大浦１８０７

〃 河 崎 石 明 松山市小浜５６８－１

〃 杉 野 重 遠 松山市長師１０１８－１

〃 中 村 石 尚 松山市宮野５５５

〃 宮 本 伊勢和 松山市神浦７４８

〃 中 田 孝 志 松山市宇和間甲７７３
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訓 令

�愛媛県告示第１２３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年１２月１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第１２３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１２号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 田 隆 介 松山市中島大浦１５１８

〃 岸 上 和 夫 松山市中島大浦１９６０

〃 河 崎 石 明 松山市小浜５６８－１

〃 徳 山 年 春 松山市長師１００９

〃 田 村 明 文 松山市宮野１６１４

〃 川 � 勇 治 松山市神浦７１５－３

〃 中 田 孝 志 松山市宇和間甲７７３

〃 進 村 健 二 松山市熊田甲６６４

〃 二 神 成 吾 松山市吉木５６９

〃 梶 原 米 雄 松山市饒４０７

〃 山 田 元 次 松山市畑里５９３

〃 栗 田 英 治 松山市中島粟井８１２

〃 寺 本 勝 茂 松山市上怒和甲３９１

〃 山 田 郁 夫 松山市元怒和甲１２５１

〃 福 島 岩 雄 松山市津和地２８５

〃 二 神 英 幸 松山市二神甲６２２

〃 中 村 信 秀 松山市睦月１３７８

監 事 � 岡 善 樹 松山市小浜９２０－３

〃 金 子 與 雄 松山市中島粟井１１８７

〃 入 濱 淳 心 松山市上怒和甲４５８

〃 片 山 正 男 松山市睦月２５１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第２９号

平成２９年１１月２１日

伊予郡松前町大字西古泉字金子１２４番１、１２４番３、１２４番４、１２４番６、１２

４番１２、１２４番１４

伊予郡松前町大字筒井３７６番地３

株式会社 河野宅建

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川下１３８３番３から

同大字２４０９番３まで

旧 ６．５～８．２ ０．０８５

新 ９．６～２５．８ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川下１３８３番３から

同大字２４０９番３まで
平成２９年１２月１日
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平成２９年１２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

県

民

生

活

課

１～５

省略

県

民

生

活

課

１～５

省略

６ 特定

商取引

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 必要な措置 の 指 示（第７

条、第１４条、第２２条、第３８

条、第４６条、第５６条、第５８条

の１２

）

○ ６ 特定

商取引

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 必要な措置 の 指 示（第７

条、第１４条、第２２条、第３８

条、第４６条、第５６条、第５８条

の１２、第６８条、特定商取引に

関する法律施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第１９条第１項から第３

項まで）

○

２ 業務の停止 命 令 等（第８

条、第８条の２、第１５条、第

１５条の２、第２３条、第２３条の

２、第３９条、第３９条の２、第

４７条、第４７条の２、第５７条、

第５７条の２、第５８条の１３、第

５８条の１３の２）

○ ２ 業務又は取引の停止命令

（第８条第１項、第１５条第１

項、第２項、第２３条第１項、

第３９条第１項から第４項ま

で、第４７条第１項、第５７条第

１項、第２項、第５８条の１３第

１項、第６８条、政令第１９条第

１項から第３項まで）

○

３ 停止命令の公表（第８条第

２項、第１５条第３項、第４

項、第２３条第２項、第３９条第

５項、第６項、第４７条第２

項、第５７条第３項、第４項、

第５８条の１３第２項、第６８条、

政令第１９条第１項から第３項

まで）

○

３ 報告の徴収及び立入検査

（第６６条第１項から第３項ま

で、第５項

）

○ ４ 報告の徴収及び立入検査

（第６６条第１項から第４項ま

で、第６項、第６８条、政令第

１９条第１項から第３項まで）

○

４ 主務大臣への報告（特定商

取引に関する法律施行令第１９

条第７項）

○ ５ 主務大臣への報告（政令

第１９

条第７項）

○

７～１６

省略

７～１６

省略
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係

事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係

事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者

局

長

専決者

部

長

課

長

課

長

補

佐

部

長

課

長

課

長

補

佐

総

務

県

民

課

１～１９ 省略 総

務

県

民

課

１～１９ 省略

２０ 特定商取

引に関する

法律の施行

に関する事

務

１ 資料提出要求（第６条

の２、第１２条の２、第２１

条の２、第３４条の２、第

３６条の２、第４３条の２、

第４４条の２、第５２条の

２、第５４条の２

）

○ ２０ 特定商取

引に関する

法律の施行

に関する事

務

１ 資料提出要求（第６条

の２、第１２条の２、第２１

条の２、第３４条の２、第

３６条の２、第４３条の２、

第４４条の２、第５２条の

２、第５４条の２、第６８

条、特定商取引に関する

法律施行令（以下この部

に お い て「政 令」と い

う。）第１９条第１項から

第３項まで）

○

２ 申出の受理（第６０条第

１項

）

○ ２ 申出の受理（第６０条第

１項、第６８条、政令第１９

条 第４項 か ら 第６項 ま

で）

○

３ 報告の徴収及び立入検

査（第６６条第１項から第

３項まで、第５項

）

○ ３ 報告の徴収及び立入検

査（第６６条第１項から第

４項まで、第６項、第６８

条、政令第１９条第１項か

ら第３項まで）

○

２１～４４ 省略 ２１～４４ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部及び支局に

関する事項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 特定商取引に関する法律第６６条第１項から第３項まで

（同条第５項において準用する場合を含む。） の規

定に基づく報告の徴収、立入検査及び資料の提出の要求に関す

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部及び支局に

関する事項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 特定商取引に関する法律第６６条第１項から第３項まで

（同条第６項において準用する場合を含む。）及び第４項の規

定に基づく報告の徴収、立入検査及び資料の提出の要求に関す
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長水野満夫から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２９年１１月１７日あったので公表する。

平成２９年１２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 � 平成２９年度年末一時金に関する事項

� 組合員の福利厚生ならびに事業所で発生した事項に

関する事項

� その他未解決事項の早期解決に関する事項

２ 日時 平成２９年１２月１日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

または併用して実施する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

ること。

�の３～� 省略

３～９ 省略

ること。

�の３～� 省略

３～９ 省略

平成２９年１２月１日 発行

愛 媛 県 報平成２９年１２月１日 第２９３１号

８７４


